
203

付 録

１ ワンポイント・インフォメーション

（各種様式については、当ホームページからダウンロードすることができます。）
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２ 様式集 

－137－

付

録



３　各種リーフレット

225

事業主（個人番号関係事務実施者）による
本人確認（個人番号・身元（実在）確認）【概要】

　平成28年１月１日以降、以下の様式について、事業主が従業員から個人

番号を取得した上で様式に記入し、ハローワークに提出することが必要に

なります。

　事業主は、上記の届出等にあたり、以下のとおり従業員の個人番号の確認

と身元（実在）確認が必要です。

Ⅰ　雇入れ時などに運転免許証等により本人であることの確認をしている場合であって、

　Ⅱ　Ⅰに該当しない場合は、①又は②の方法で個人番号の確認と身元（実在）確認が
必要です。

の提出は不要です。

本人から直接対面で個人番号の提出を受ける場合は、身元（実在）確認のための書類

この場合には、次のいずれかの書類による個人番号の確認が必要です。

≪確認書類≫

マイナンバーカード / 通知カード / 個人番号の記載がある住民票の写し・住民票記載事項
証明書 など

①マイナンバーカード

②通知カード又は個人番号の記載がある住民票の写し・住民票記載事項証明書 ＋

（A）～（C）いずれか

（A）　以下の書類のいずれか一つ
運転免許証/運転経歴証明書/旅券/身体障害者手帳/精神障害者保健福祉手帳/
療育手帳/在留カード/特別永住者証明書

（B）　以下の書類のいずれか一つ
写真付き身分証明書/写真付き社員証/官公署が発行した写真付き資格証明書　など

（C）　（A）又は（B）が困難な場合は以下の書類から２つ以上
公的医療保険の被保険者証/年金手帳/児童扶養手当証書/特別児童扶養手当証書
など

※詳細は厚生労働省ホームページ「マイナンバー制度（雇用保険関係）」を参照してください。

※③ 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・（初回）高年齢雇用継続給付支給申請書、④ 育児休業給付受給

資格確認票・（初回）育児休業給付金支給申請書、⑤ 介護休業給付金支給申請書は、平成28年２月16日以

降、原則として、事業主を経由して提出することとなりますので、労使協定を締結する必要はありません。ま

た、事業主は、番号法上の個人番号関係事務実施者として提出することとなりますので、今後、ハローワーク

において、代理権や本人の個人番号確認等は行いません。（詳細は厚生労働省ホームページ「マイナン

バー制度（雇用保険関係）」の「よくある質問（Ｑ＆Ａ）」を参照してください）。

○ 事業主が個人番号関係事務実施者として提出するもの（事業主において本人確認を
　  行うもの）

① 雇用保険被保険者資格取得届　② 雇用保険被保険者資格喪失届、③ 高年齢雇用継続給付

受給資格確認票・（初回）高年齢雇用継続給付支給申請書、④ 育児休業給付受給資格確認票・

（初回）育児休業給付金支給申請書、⑤ 介護休業給付金支給申請書

－138－

付

録



３　各種リーフレット

225

事業主（個人番号関係事務実施者）による
本人確認（個人番号・身元（実在）確認）【概要】

　平成28年１月１日以降、以下の様式について、事業主が従業員から個人

番号を取得した上で様式に記入し、ハローワークに提出することが必要に

なります。

　事業主は、上記の届出等にあたり、以下のとおり従業員の個人番号の確認

と身元（実在）確認が必要です。

Ⅰ　雇入れ時などに運転免許証等により本人であることの確認をしている場合であって、

　Ⅱ　Ⅰに該当しない場合は、①又は②の方法で個人番号の確認と身元（実在）確認が
必要です。

の提出は不要です。

本人から直接対面で個人番号の提出を受ける場合は、身元（実在）確認のための書類

この場合には、次のいずれかの書類による個人番号の確認が必要です。

≪確認書類≫

マイナンバーカード / 通知カード / 個人番号の記載がある住民票の写し・住民票記載事項
証明書 など

①マイナンバーカード

②通知カード又は個人番号の記載がある住民票の写し・住民票記載事項証明書 ＋

（A）～（C）いずれか

（A）　以下の書類のいずれか一つ
運転免許証/運転経歴証明書/旅券/身体障害者手帳/精神障害者保健福祉手帳/
療育手帳/在留カード/特別永住者証明書

（B）　以下の書類のいずれか一つ
写真付き身分証明書/写真付き社員証/官公署が発行した写真付き資格証明書　など

（C）　（A）又は（B）が困難な場合は以下の書類から２つ以上
公的医療保険の被保険者証/年金手帳/児童扶養手当証書/特別児童扶養手当証書
など

※詳細は厚生労働省ホームページ「マイナンバー制度（雇用保険関係）」を参照してください。

※③ 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・（初回）高年齢雇用継続給付支給申請書、④ 育児休業給付受給

資格確認票・（初回）育児休業給付金支給申請書、⑤ 介護休業給付金支給申請書は、平成28年２月16日以

降、原則として、事業主を経由して提出することとなりますので、労使協定を締結する必要はありません。ま

た、事業主は、番号法上の個人番号関係事務実施者として提出することとなりますので、今後、ハローワーク

において、代理権や本人の個人番号確認等は行いません。（詳細は厚生労働省ホームページ「マイナン

バー制度（雇用保険関係）」の「よくある質問（Ｑ＆Ａ）」を参照してください）。

○ 事業主が個人番号関係事務実施者として提出するもの（事業主において本人確認を
　  行うもの）

① 雇用保険被保険者資格取得届　② 雇用保険被保険者資格喪失届、③ 高年齢雇用継続給付

受給資格確認票・（初回）高年齢雇用継続給付支給申請書、④ 育児休業給付受給資格確認票・

（初回）育児休業給付金支給申請書、⑤ 介護休業給付金支給申請書
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雇用継続給付及び育児休業給付の手続を事業主等が
行う場合、同意書によって被保険者の記名を省略で
きます。

都道府県労働局・ハローワーク LL041001保02

雇用継続給付及び育児休業給付の手続にあたっては、その申請内容等を事業主等が
被保険者に確認し、被保険者と合意のもと「記載内容に関する確認書・申請等に関
する同意書」（以下「同意書」という。）を作成して保存(※１）することで、申請
書への被保険者の記名を省略することができます。
その場合、申請書の申請者氏名欄には、「申請について同意済み」と記載してく

ださい（電子申請において申請される場合も同様です。）。→裏面参照

雇用継続給付及び育児休業給付の申請を行う事業主等の皆さまへ

※１ 保存期間は、完結の日から４年間となります。
※２ 本手続が認められる要件は、事業主が被保険者に対して同意書を提出させており、これを事業主が保存して

いることであり、原則、事業所管轄安定所において初回申請時以後に同意書の提出を求めるものではありませ
ん。なお、必要に応じて事業所管轄安定所が同意書の提出を求めることがありますので御留意ください。

対象となる申請書等

●高年齢雇用継続給付受給資格確認票・
（初回）高年齢雇用継続支給申請書

●高年齢雇用継続給付支給申請書
●雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書

〈高年齢雇用継続給付金〉

〈育児休業給付金〉
●育児休業給付金受給資格確認票・

出生時育児休業給付金支給申請書
●育児休業給付金受給資格確認票・

（初回）育児休業給付金支給申請書
●育児休業給付金支給申請書

〈介護休業給付金〉
●介護休業給付金支給申請書

同意書の様式

＜高年齢雇用継続給付の例＞

同意書の例については、厚生労働省のホームページ（URL:https://www.mhlw.go.jp/
stf/seisakunitsuite/bunya/0000150982_00001.html ） にWord形式ファイルが掲載
されておりますので、申請の際は、必要に応じてこちらをご活用ください。

留意点

付

録
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雇用継続給付及び育児休業給付の手続を事業主等が
行う場合、同意書によって被保険者の記名を省略で
きます。

都道府県労働局・ハローワーク LL041001保02

雇用継続給付及び育児休業給付の手続にあたっては、その申請内容等を事業主等が
被保険者に確認し、被保険者と合意のもと「記載内容に関する確認書・申請等に関
する同意書」（以下「同意書」という。）を作成して保存(※１）することで、申請
書への被保険者の記名を省略することができます。
その場合、申請書の申請者氏名欄には、「申請について同意済み」と記載してく

ださい（電子申請において申請される場合も同様です。）。→裏面参照

雇用継続給付及び育児休業給付の申請を行う事業主等の皆さまへ

※１ 保存期間は、完結の日から４年間となります。
※２ 本手続が認められる要件は、事業主が被保険者に対して同意書を提出させており、これを事業主が保存して

いることであり、原則、事業所管轄安定所において初回申請時以後に同意書の提出を求めるものではありませ
ん。なお、必要に応じて事業所管轄安定所が同意書の提出を求めることがありますので御留意ください。

対象となる申請書等

●高年齢雇用継続給付受給資格確認票・
（初回）高年齢雇用継続支給申請書

●高年齢雇用継続給付支給申請書
●雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書

〈高年齢雇用継続給付金〉

〈育児休業給付金〉
●育児休業給付金受給資格確認票・

出生時育児休業給付金支給申請書
●育児休業給付金受給資格確認票・

（初回）育児休業給付金支給申請書
●育児休業給付金支給申請書

〈介護休業給付金〉
●介護休業給付金支給申請書

同意書の様式

＜高年齢雇用継続給付の例＞

同意書の例については、厚生労働省のホームページ（URL:https://www.mhlw.go.jp/
stf/seisakunitsuite/bunya/0000150982_00001.html ） にWord形式ファイルが掲載
されておりますので、申請の際は、必要に応じてこちらをご活用ください。

留意点
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＜育児休業給付金支給申請書の申請者氏名欄の記載を省略する場合の記載例＞

申請について同意済み

「同意書」を被保険者の確
認のもと作成・保存してい
る場合、「申請について同
意済み」と記載することで、
本人の記名に代えられます。

詳しくは、お近くの都道府県労働局又は公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせください。
また、同意書を各事業主等が適切に保存していない場合は、不正とみなされる場合がありますので、
ご注意ください。

申請書様式における記載例
【裏面】

電子申請画面における入力例

申請について同意済み
申請書様式の記載例と
同様、「申請について
同意済み」と入力して
ください。
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＜育児休業給付金支給申請書の申請者氏名欄の記載を省略する場合の記載例＞

申請について同意済み

「同意書」を被保険者の確
認のもと作成・保存してい
る場合、「申請について同
意済み」と記載することで、
本人の記名に代えられます。

詳しくは、お近くの都道府県労働局又は公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせください。
また、同意書を各事業主等が適切に保存していない場合は、不正とみなされる場合がありますので、
ご注意ください。

申請書様式における記載例
【裏面】

電子申請画面における入力例

申請について同意済み
申請書様式の記載例と
同様、「申請について
同意済み」と入力して
ください。
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都道府県労働局・ハローワーク

育児休業等給付に関する制度内容や申請手続き、電子申請の処理状況の

目安に関するお問い合わせは、以下のコールセンターまでお電話をお願い

します。

被保険者、事業主の皆さまへ

 給付金の内容や支給要件を知りたい

 支給額がどのように計算されるか知りたい

 給付金の申請手続きを知りたい

 支給時期や電子申請の処理の目安を聞きたい

（※具体的な支給日はお答えできませんので、予めご了承ください。）

令和７年11月17日～

こんな
問い合わせに
対応します

LL07１１０７保０１

育児休業等給付コールセンター

0570-200-406

対象の

給付金

 育児休業給付金（支給期間の延長を含みます）

 出生時育児休業給付金

 出生後休業支援給付金

 育児時短就業給付金

受付時間 平日８:30～17:15 (土日祝日、12/29～1/3を除く)

※通話料は利用者負担となります
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